
◆◆メールマガジン「事業用自動車安全通信」第１２４号(Ｈ23．12．9)◆◆ 

 

＝はじめに＝ 

このメールマガジンは、国土交通省において収集した事業用自動車に関する

事故情報等のうち重大なものについて、皆様に情報提供することにより、その

内容を他山の石として各運送事業者における事故防止の取り組みに活用してい

ただくことを目的として配信しています。 

 

＝目 次＝ 

１．重大事故等情報＝８件（１２月２日～１２月８日分） 

（１）乗合バスの車内事故１ 

（２）乗合バスの車内事故２ 

（３）乗合バスが道路上にいた男性を撥ねた事故 

（４）貸切バスがオートバイを運転していた男性を轢いた事故 

（５）タクシーが軽トラックと衝突した事故 

（６）タクシーが交差点で別のタクシーと衝突した事故 

（７）タクシー運転者が腹を蹴られて軽傷を負った事件 

（８）トラック運転者が酒気帯び運転による事故 

２．年末年始の輸送等に関する安全総点検を実施しましょう！（再周知） 
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【１．重大事故等情報＝８件】（１２月２日～１２月８日分） 

 

（１）乗合バスの車内事故１ 

 １２月５日（月）午前８時１０分頃、宮城県において、同県に営業所を置く

乗合バスがバス停で客扱い中、乗車しようとした乗客（女性、６８歳）が、乗

降口付近の手すりを掴み損ね、乗降口の階段から足を踏み外して車外へ転倒し

た。 

この事故により、転倒した乗客が後頭部脳内出血などの重傷を負った。 

なお、転倒した乗客は、めまいの影響により乗降口付近の手すりを掴み損ね

た可能性がある模様。 

 

（２）乗合バスの車内事故２ 

 １２月６日（火）午後３時２０分頃、長崎県において、同県に営業所を置く

乗合バスが乗客７０名を乗せて運行中、乗客１名（女性、７６歳）が転倒した。 

この事故により、転倒した乗客が腰の骨を折る重傷を負った。 

事故当時、転倒した乗客は、当該バスの中扉付近に立って乗車していたが、

当該バスの後方の座席に着席していた知人から、座席が空いている旨声をかけ

られたため、後方へ移動しようとしたところ、通路の階段につまずいた模様。 

 



（３）乗合バスが道路上にいた男性を撥ねた事故 

 １２月６日（火）午後１１時４０分頃、富山県において、石川県に営業所を

置く乗合バスが乗客３名を乗せて運行中、道路上にいた男性（６０～７０歳代）

を撥ねた。 

この事故により、当該男性が死亡した。 

事故現場は、右折専用の車線を含めて片側二車線の道路で、事故当時、当該

男性は横断歩道のない場所を横断中、何らかの原因で転倒して、立ち上がった

ところを当該バスが撥ねた模様。 

また、事故当時の天候は晴れで、事故現場は、照明などがなく暗い状況だっ

た。 

当該バスは、金沢駅発名古屋駅行きで、当該バスの事業者は、事故後、代替

車を手配した。 

 

（４）貸切バスがオートバイを運転していた男性を轢いた事故 

 １２月４日（日）午後２時３０分頃、神奈川県の高速道路において、埼玉県

に営業所を置く貸切バスが乗客２５名を乗せて運行中、前方で発生した乗用車

とオートバイの衝突事故で転倒したオートバイを運転していた男性を轢いた。 

この事故により、轢かれた男性が死亡した。 

事故当時、当該バスは、片側三車線の道路の左から２番目の車線を走行して

いたところ、一番右側の車線を走行していた乗用車が、当該バスの前方に車線

変更しようとした際に、当該乗用車の後方から走行してきた当該オートバイと

衝突した。 

この事故の影響で、当該高速道路は一部区間で約６時間通行止めとなった。 

 

（５）タクシーが軽トラックと衝突した事故 

 １２月１日（木）午後２時５０分頃、兵庫県において、同県に営業所を置く

タクシーが乗客３名を乗せて運行中、交差点を通過しようとしたところ、対向

から右折してきた自家用軽トラックと衝突した。 

この事故により、当該タクシーの乗客３名のうち、１名が左腕骨折の重傷を

負い、２名が軽傷を負った。また、当該自家用軽トラックの運転者も軽傷を負

った。 

事故現場の交差点は信号機が設置されていた。 

 

（６）タクシーが交差点で別のタクシーと衝突した事故 

 １２月２日（金）午前０時４０分頃、東京都において、埼玉県に営業所を置

くタクシーが乗客１名を乗せて運行中、右折禁止の交差点を右折し、右折後す

ぐの交差点を通過しようとしたところ、左から来た別のタクシー（乗客１名）

と衝突した。 

この事故により、左から来たタクシーの乗客が重傷、同タクシーの運転者が

軽傷を負った。 



右折をしたタクシーの運転者は、右折の途中で右折禁止の交差点であること

に気付いた模様。また、右折してすぐの交差点の赤信号を見落とした模様。 

 

（７）タクシー運転者が腹を蹴られて軽傷を負った事件 

 １２月５日（月）午後４時２５分頃、愛知県において、同県に営業所を置く

タクシーが乗客の男性（３０代～４０代）を乗せて目的地まで運行し、当該タ

クシーの運転者がこの男性に運賃を請求したところ、所持金がないとして支払

いを拒否したため口論となった。その後、運賃を支払わずタクシーを降りたた

め、当該タクシーの運転者がこの男性のあとを追ったところ、この男性は当該

タクシーの運転者の腹部を蹴るなどして、逃走した。 

この事件により、当該タクシーの運転者は軽傷を負った。 

警察は、この男性の行方を追っている。 

 

（８）トラック運転者が酒気帯び運転による事故 

 １２月４日（日）午前１０時頃、三重県において、愛媛県に営業所を置くト

ラックが走行中、信号待ちで停車中のワゴン車に追突した。 

この事故による負傷者はなし。 

事故後、現場に駆けつけた警察官が当該トラックの運転者の酒気帯びの有無

を確認したところ、当該トラックの運転者から基準値を超えるアルコールが検

出されたため、当該トラックの運転者は酒気帯び運転の疑いで逮捕された。 
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【２．年末年始の輸送等に関する安全総点検を実施しましょう！】 

国土交通省では、輸送機関等に人流・物流が集中する年末年始に臨み、各自

動車運送事業者等について、自主点検等を通じた安全性の向上を図るとともに、

輸送安全等に対する意識の高揚を図るため、１２月１０日～翌年１月１０日ま

での期間を年末年始の輸送等に関する安全総点検実施期間と定めております。 

 

各自動車運送事業者等の方々におかれましては、期間中に下記URLの掲載され

た点検表を利用し輸送等の安全の確保に万全を期するために自主点検を実施し

ましょう。 

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000003.html ） 
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【メールマガジン「事業用自動車安全通信」】 

発行 国土交通省自動車局安全政策課 

＊このメルマガについてのご意見は、＜ jiko-antai@mlit.go.jp ＞までお

寄せください。 

よくある質問（配信登録の解除方法等） 

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/faq.html ） 



 

【参考】 

＊自動車局ホームページ 

（ http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html ） 

 

＊自動車の不具合情報はこちら 

最近、自動車に乗っていたら異常発生、なんてことありませんでしたか。

そんな時は、車検証を用意して、国土交通省「自動車不具合情報ホットラ

イン」に連絡です。皆様の声は、車種ごとに、ホームページ上で公開され、

メーカーがきちんとリコールをしたり、メーカーのリコール隠しを防ぐた

めに活用されます。 

・ホームページ受付 （ www.mlit.go.jp/RJ/ ） 

・フリーダイヤル受付 ０１２０－７４４－９６０ 

（平日9:30～12:00 13:00～17:30） 

・自動音声受付    ０３－３５８０－４４３４（年中無休・24時間） 

 

＊自動車のリコール等の通知等があったときは！ 

使用されている自動車について、自動車ディーラーなどから、リコール

又は改善対策の通知が送付されたり、その対象であることが新聞等で公表

されたときは、安全・環境への影響から、その自動車の修理を行うことが

必要になったということです。道路運送車両法により、自動車ユーザーは、

自分の自動車が保安基準に適合するよう点検・整備する義務がありますの

で、忘れずに修理を受けましょう。 
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